
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８期「北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」 

（計画期間：令和 3 年(2021 年)4 月～令和６年(2024 年)3 月） 
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資料２ 

※この素案に記載している各種数値等は、 

令和 2 年(2020 年)11 月時点での集計値等

であり、今後、市町村における見直しなどを

踏まえて最終的な数値を定めることとして

おりますので、ご了承ください。 
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第１ 計画の基本的事項 

 

 

介護保険制度は、誰もが生きがいに満ちた老後を迎えるため、健康づくりや寝たきり予防などの

施策の充実を図り、たとえ介護を必要とする状態になっても、必要なサービスを利用し、地域でで

きる限り自立した日常生活を送ることができるよう、保健、医療、福祉サービスが総合的・一体的

に提供され、社会全体で介護を支えていく仕組みとして、平成 12 年度から始まりました。 

平成 17 年度には、予防を重視した施策への転換や、小規模多機能型居宅介護等の新たな地域密

着型サービスの導入、平成 23 年度の制度の見直しでは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の

新たなサービスの創設などが行われました。また、平成 26 年度には、社会保障と税の一体改革の

中で、介護保険制度の見直しが行われ、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要なサービス

を確保するため、在宅医療・介護連携や認知症施策の推進、生活支援サービスの充実など、「地域包

括ケアシステム」の構築を一層進めることとされました。 

平成 29 年度には、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等が改正され、地域包括ケ

アシステムの深化・推進及び介護保険制度の持続可能性の確保のため、保険者機能の強化等による

自立支援・重度化防止に向けた取組の推進、医療及び介護の連携の推進、現役世代並みの所得のあ

る者の利用者負担割合の見直しなどの介護保険制度の見直しが行われました。 

こうした中、道では、平成 12 年３月に第１期「北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援

計画」を策定し、その後、３年ごとに改訂を重ね、平成 30 年度から令和２年度までを計画期間と

する第７期計画では、「みんなが支える明るく活力に満ちた高齢社会」づくりを基本テーマに、地域

の実情や課題、今後取り組むべき施策等を「見える化」して、計画期間内に必要となるサービスの

見込量や道が取り組むべき方策を明らかにし、「地域包括ケアシステム」の推進に取り組んできま

した。 

いわゆる「団塊の世代」が全て 75 歳以上となる令和７年（2025 年）が近づく中、更にその先

を展望すると、総人口・現役世代人口がともに減少していく中で、高齢人口はピークに近づき、都

市部を中心に介護サービス利用者が増え続ける一方、地方などでは、ピークを過ぎ減少に転じるな

ど、地域によって高齢化の状況やそれに伴う介護需要が異なってくることが想定されます。 

令和３年度からスタートする第８期計画では、このような中・長期的な将来も見据えつつ、地域

の実情や課題に対応した目標を設定し、市町村による自立支援・重度化防止の取組を推進するとと

もに、計画期間内に必要となるサービス量や道が取り組むべき方策を明確にするなど、高齢者の

方々が、可能な限り住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、地域包括ケアシステムの

推進を目指す計画とします。 

 

１  計画策定の趣旨 
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この計画の策定の視点とポイントについて整理すると、次の図表のようになります。 

 

図表．1-1【計画書の全体構成】 

 

  

○計画はどのような姿勢で策定す
るのか

第１ 計画の基本的事項
・ 計画策定の趣旨、計画期間、圏
域設定、策定体制等について
示しています。

○高齢者は現在どのような状況で
将来どうなるのか

第２ 高齢者等の現状と将来推計
・ 高齢者の人口推計、世帯の状
況、要介護者数の見込み等につ
いて示しています。

○サービスの現状はどうなってい
るのか

第３
サービス提供体制の現状と評
価

・ サービスごとの現状と評価につ
いて示しています。

○
○
どのような方向を目指すのか
目標を実現するためにどのよう
な方針で望むのか

第４
計画推進のための基本的事
項

・

・

計画の基本テーマと基本的な目
標を示しています。
計画を推進するための方針と具
体的目標を示しています。

○目指す方向と方針を踏まえてど
のようにサービス量等を見込
み、基盤整備を進めるのか

第５
サービスの量の見込みと基盤
整備

・ サービスの量の見込みと基盤整
備に関する事項について示して
います。

○サービスの質・量を確保するた
めに何をするのか

第６
計画推進のための具体的取
組

・ 計画推進の具体的な取組につい
て示しています。

＜策定の視点＞ ＜計画書の項目＞ ＜ポイント＞

２  計画書の全体構成 
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この計画は、老人福祉法に基づく老人福祉計画（北海道高齢者保健福祉計画）及び介護保険法

に基づく介護保険事業支援計画（北海道介護保険事業支援計画）として、道が策定するものであ

り、両計画は、整合性を図りながら連携して事業を推進する必要があることから、一体的に策定

しています。 

また、この計画は、中長期的な視点に立って、これまでの計画の推進状況等の評価を踏まえ、

改めて目指すべき基本的な方針等を示した上で、計画期間内に必要となるサービスの見込量を示

すとともに、道が取り組むべき方策を明らかにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  計画の位置づけ等 

（１）計画の位置づけ 

この計画は、「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals:ＳＤＧｓ）」の達成

に資するものです。 

※2015 年９月の国連サミットで「Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable 

Development（我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ）」が採択さ

れ、2030 年までの先進国を含む国際社会全体の開発目標として、17 のゴール（目標）と 169 の

ターゲットからなる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が定められた。 
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計画策定に当たっての役割分担については、次の図表のようになります。 

図表．1-2【計画策定における国、道、市町村の役割】 

 

  

国

市 町 村北 海 道

①

②

③

①介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地

域支援事業の実施に関する基本的事項

市町村介護保険事業計画で介護給付等対象サービスの

種類ごとの量の見込みを定めるに当たり参酌すべき標

準等

その他介護保険給付の円滑な実施を確保するための事

項

老人福祉事業の目標を定めるに当たって参酌すべき標

準

＜老人福祉法＞＜介護保険法＞

[基本指針に定める事項] [基本指針に定める事項]

基本指針等の提示

助
言
・意
見
交
換
等
・市
町
村
計
画
支
援

[介護保険事業支援計画に定める事項

①

②

③

④

⑤

⑥

高齢者保健福祉圏域ごとに介護専用型特定施設

入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生

活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護及び混合型特定施設入居者生活介護に係

る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごと

の必要入所定員総数その他の介護給付等対象

サービスの量の見込み

介護保険施設その他の介護給付等対象サービス

を提供するための施設における生活環境の改善

を図るための事業に関する事項

介護サービス情報の公表に関する事項

介護支援専門員その他の介護給付等対象サービ

ス及び地域支援事業に従事する者の確保又は資

質の向上に資する事業に関する事項

介護保険施設相互間の連携の確保に関する事

業、その他の介護給付等対象サービスの円滑な

提供を図るための事業に関する事項

在宅医療・介護連携の推進に関する市町村相互

間の連絡調整を行う事業に関する事項

[高齢者保健福祉計画に定める事項

①

②

③

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要

入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標

老人福祉施設の整備及び施設相互間の連携のた

めに講じる事項

老人福祉事業に従事する者の確保又は資質の向

上のために講じる事項

＜介護保険法＞

＜老人福祉法＞

[介護保険事業支援計画に定める事項

①

②

③

老人福祉事業（老人居宅生活支援事業等）の量

の目標

サービスの確保のための方策

サービスの供給体制の確保に関する事項

＜老人福祉法＞

[老人福祉計画に定める事項]

＜介護保険法＞

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

日常生活圏域ごとの各年度の認知症対応型共同生活介護、地域
密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等
対象サービスの種類ごとの量の見込み
各年度における地域支援事業の量の見込み
①の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類
ごとの見込量の確保のための方策
各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事
業の見込量の確保のための方策
介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費
用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及
び保険料の水準に関する中長期的な推計
指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は
指定居宅介護の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事
業、その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るため
の事業に関する事項
指定介護予防サービス事業、指定地域密着型介護予防サービス
の事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確
保に関する事業、その他の介護給付等対象サービスの円滑な提
供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事
項
認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援
に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に
係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に
係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域におけ
る自立した日常生活の支援のため必要な事項

（２）計画策定における国、道、市町村の役割 
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この計画は、上位計画である「北海道地域福祉支援計画」、医療介護総合確保促進法に基づく「北

海道計画」、「北海道医療計画」、「北海道高齢者居住安定確保計画」、「北海道障がい福祉計画」、「北

海道医療費適正化計画」、「北海道健康増進計画」、「北海道地域防災計画」「北海道新型インフルエ

ンザ等対策行動計画」等と整合性や調和を図りながら策定しています。 

 

 

 

 

 

この計画の期間は、令和 3 年度から令和５年度までの３年間とします。 

なお、介護保険給付の動向等の保健福祉施策の推進状況などを踏まえ、３年後に、令和６年度か

ら令和８年度までの３年間の第９期計画を策定する予定です。 

 

図表．1-3【計画の期間】 

 

 

 

（年度）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

2025 2030 2035 2040

○北海道地域福祉支援計画 ○北海道地域福祉支援計画 ○北海道地域福祉支援計画 ○北海道地域福祉支援計画

（H30～R5） （R6～R11） （R12～R17） （R18～R23）

○北海道医療計画（H30～R5） ○北海道医療計画（R6～R11） ○北海道医療計画（R12～R17） ○北海道医療計画（R18～R23）

見直し （改訂版） 見直し （改訂版） 見直し （改訂版） 見直し （改訂版）

○第９期計画

（R6～8）
○第７期計

画

○第８期計画

（R3～5）

北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画

2025年及び2040年までの見通し

○第10期計画

（R9～11）

○第11期計画

（R12～14）

○第12期計画

（R15～17）
○第13期計画

（R18～20）

○第14期計画

（R21～23）

（３）他計画との関係 

（４）計画の期間 
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この計画は、次の法令等を根拠として策定しています。 

 

ア 高齢者保健福祉計画 

 ○老人福祉法 

 ○「第８期介護保険事業計画の作成に併せた老人福祉計画の見直しについて」 

   〔令和  年  月  日厚生労働省老健局長通知〕 

 

イ 介護保険事業支援計画 

 ○介護保険法 

 ○「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」 

   〔令和  年  月  日厚生労働省告示第  号〕（以下、「基本指針」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）法令等の根拠 
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道では、どこの地域に暮らしていても、必要なサービスが受けられるように、広域的な観点か

らサービス提供基盤の確保を図るため、高齢者保健福祉圏域を設定しています。 

この計画は「北海道地域福祉支援計画」等との整合性を図りながら推進することとしているこ

とから、高齢者保健福祉圏域は、「北海道地域福祉支援計画」における第二次保健医療福祉圏（概

ね保健福祉サービスの完結を目指す地域単位）、「北海道医療計画」の第二次医療圏、医療介護総

合確保促進法に基づく「北海道計画」の医療介護総合確保区域と同じ 21 の圏域としています。 

 

圏域の区分等については、次の図表のとおりです。 

図表．1-4【北海道高齢者保健福祉圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４  高齢者保健福祉圏域の設定 
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圏域名 構成する市町村名 

南渡島 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町 

南檜山 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町 

北渡島檜山 八雲町、長万部町、今金町、せたな町 

札幌 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 

後志 

 

小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、 
喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、 
古平町、仁木町、余市町、赤井川村 

南空知 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町 

中空知 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、上砂川町、浦臼町、新十津川町、 
奈井江町、雨竜町 

北空知 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町 

西胆振 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞爺湖町、壮瞥町 

東胆振 苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町 

日高 日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町 

上川中部 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、 
幌加内町 

上川北部 士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 

富良野 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 

留萌 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 

宗谷 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、 
利尻富士町、幌延町 

北網 北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、 
訓子府町、置戸町 

遠紋 紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 

十勝 

 

帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、 
中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、 
陸別町、浦幌町 

釧路 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 

根室 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 

21圏域 179市町村 

 

〔広域連合を構成する市町村〕 

広域連合名 構成する市町村名 

空知中部広域連合 歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町 

後志広域連合 

 

島牧村、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、 
京極町、倶知安町、共和町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、 
赤井川村 

日高中部広域連合 新冠町、新ひだか町 
大雪地区広域連合 東神楽町、東川町、美瑛町 

 

〔介護認定審査会の共同設置〕 40 地域 134 市町村 
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市町村では、住民の方々が日常生活を営んでいる地域（日常生活圏域）において、必要なサー

ビスが受けられるよう、サービス提供基盤の確保に努めます。 

日常生活圏域は、市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人

口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況等

を総合的に勘案して定めています。 

市町村別の設定状況は、次の図表のとおりです。 

図表．1-5【市町村日常生活圏域】 

圏域名 市町村の日常生活圏域数（丸数字） 市町村数 圏域数 

南渡島 函館市⑩、北斗市②、松前町①、福島町①、知内町①、木古内町①、 

七飯町①、鹿部町①、森町① 

9  19  

南檜山 江差町①、上ノ国町①、厚沢部町①、乙部町①、奥尻町① 5  5  

北渡島檜山 八雲町②、長万部町①、今金町①、せたな町① 4  5  

札幌 札幌市⑩、江別市③、千歳市⑤、恵庭市④、北広島市⑤、石狩市③、 

当別町①、新篠津村① 

8  32  

後志 

 

小樽市④、島牧村①、寿都町①、黒松内町①、蘭越町①、ニセコ町①、 

真狩村①、留寿都村①、喜茂別町①、京極町①、倶知安町①、共和町①、 

岩内町①、泊村①、神恵内村①、積丹町①、古平町①、仁木町① 

余市町①、赤井川村① 

20  

 

23  

 

南空知 夕張市①、岩見沢市⑤、美唄市①、三笠市①、南幌町①、由仁町①、 

長沼町①、栗山町①、月形町① 

9  13  

中空知 芦別市③、赤平市①、滝川市①、砂川市①、歌志内市①、上砂川町①、 

浦臼町①、新十津川町①、奈井江町①、雨竜町① 

10  12  

北空知 深川市⑤、妹背牛町①、秩父別町①、北竜町①、沼田町① 5  9  

西胆振 室蘭市④、登別市③、伊達市②、豊浦町①、洞爺湖町①、壮瞥町① 6  12  

東胆振 苫小牧市⑦、白老町①、安平町①、厚真町①、むかわ町① 5  11  

日高 日高町②、平取町①、新冠町①、新ひだか町②、浦河町①、様似町①、 

えりも町① 

7  9  

上川中部 旭川市⑪、鷹栖町①、東神楽町①、当麻町①、比布町①、愛別町①、 

上川町①、東川町①、美瑛町④、幌加内町① 

10  23  

上川北部 士別市①、名寄市①、和寒町①、剣淵町①、下川町①、美深町①、 

音威子府村①、中川町① 

8  8  

富良野 富良野市①、上富良野町①、中富良野町①、南富良野町②、占冠村① 5  6  

留萌 留萌市①、増毛町①、小平町①、苫前町①、羽幌町③、初山別村①、 

遠別町①、天塩町① 

8  10  

宗谷 稚内市②、猿払村①、浜頓別町①、中頓別町①、枝幸町②、豊富町①、 

礼文町①、利尻町①、利尻富士町②、幌延町① 

10  13  

北網 北見市⑨、網走市④、大空町①、美幌町①、津別町①、斜里町①、 

清里町①、小清水町①、訓子府町①、置戸町① 

10 21  

遠紋 紋別市①、佐呂間町①、遠軽町④、湧別町①、滝上町①、興部町①、 

西興部村①、雄武町① 

8  

 

11  

十勝 

 

帯広市⑧、音更町①、士幌町①、上士幌町①、鹿追町①、新得町①、 

清水町①、芽室町①、中札内村①、更別村①、大樹町①、広尾町①、 

幕別町①、池田町①、豊頃町①、本別町③、足寄町①、陸別町①、 

浦幌町① 

19  

 

28  

 

釧路 釧路市⑦、釧路町④、厚岸町①、浜中町①、標茶町①、弟子屈町①、 

鶴居村①、白糠町① 

8  17  

根室 根室市①、別海町③、中標津町①、標津町①、羅臼町① 5  7  

全道合計 179  294  

５  日常生活圏域の設定状況 
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ア 関係機関等との協議 

この計画の策定に当たっては、道本庁内の関係課等で構成する「北海道高齢化対策推進委員

会」において、関係部局等との協議を行いました。 

また、高齢者保健福祉圏域ごとに、総合振興局又は振興局（以下「振興局」という。）と市町村

で構成する「高齢者保健福祉圏域連絡協議会」において、医療計画との整合性を確保するため地

域の協議の場を設定し、市町村との意見交換等を行うとともに、道本庁と振興局で構成する「高

齢者保健福祉圏域推進協議会」において、圏域間の調整等を行いました。 

 

イ 計画検討協議会の設置 

学識経験者や福祉関係団体、保健医療関係団体、その他関係団体の代表者で構成する「北海道

高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画検討協議会」を設置し、計画の協議、検討を行うと

ともに、「北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会」との情報共有等により、医療計画との

整合性を図りました。 

 

 

 

広く道民の意見をお聴きするため、パブリックコメントを募集しました。いただいたご意見な

どは、この計画の策定過程において参考としました。 

 

パブリックコメント募集期間 令和２年１２月  日（ ）～令和３年  月  日（ ） 

  

（１）計画の策定体制 

６  計画策定体制と経緯等 

（２）道民の意見反映 
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図表．1-6【計画策定の主な経過】 

 

 

 

 

 

 

 

・ 第１回北海道高齢者保健福祉圏域推進協議会

・ 第１回北海道高齢化対策推進委員会

・ 第１回北海道高齢者保健福祉計画介護保険事業支援計画検討協議会

・ 第１回北海道高齢化対策推進委員会作業部会

・

・ 第２回北海道高齢化対策推進委員会作業部会

・ 第３回北海道高齢化対策推進委員会作業部会

・ 第２回北海道高齢者保健福祉計画介護保険事業支援計画検討協議会

・ 第４回北海道高齢化対策推進委員会作業部会

12月 ・ パブリックコメント募集（～１月）

１月 ・ 市町村介護保険事業計画のサービスの量の見込み等取りまとめ（１２月値）

・ 第３回北海道高齢者保健福祉計画介護保険事業支援計画検討協議会

・ 第５回北海道高齢化対策推進委員会作業部会

・ 市町村介護保険事業計画のサービスの量の見込み等取りまとめ（最終値）

年　月 内　　　　　　　　　　　　　容

令
和
2
年

７月
・ 「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の改

正（案）〔厚生労働省老健局〕

・

北海道議会（少子高齢社会対策特別委員会）に「第8期北海道高齢者保健福祉計
画・介護保険事業支援計画策定に係る基本的考え方」を報告９月

10月

８月

北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画作成指針（案）を市町村に
通知

11月

・ 北海道議会（少子高齢社会対策特別委員会）に北海道高齢者保健福祉計画介護保険
事業支援計画素案を報告

令
和
３
年

２月

・ 北海道議会（少子高齢社会対策特別委員会）に北海道高齢者保健福祉計画介護保険
事業支援計画案を報告

（３）計画策定の経過 


